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第１１１回埼玉県大規模小売店舗立地審議会議事録 

 
１ 日 時 令和４年８月５日（金）～９月１日（木） 

 

２ 場 所 書面開催（埼玉県大規模小売店舗立地審議会運営規程第５条適用） 

 

３ 出席者 委員名（敬称略） 

      小嶋 文、桑田 仁、倉片 憲治、野口 祐子、平木いくみ、 

      池田 恵子、松本 邦義、関野 兼太郎 

（意見開陳等、具体的な意見提出があった委員を出席とみなす） 

       

４ 審議内容 

  県意見についての審議 

（１）新設 

●新設（５条１項）   （仮称）ドラッグストアセキ生出塚店 

●新設（５条１項）    ベルク春日部梅田店 

●新設（５条１項）   （仮称）ファッションセンターしまむら越生店 

●新設（５条１項）   （仮称）毛呂山平山計画 

●新設（５条１項）   （仮称）ベルク和光光が丘店 

  

（２）変更 

●変更（附則５条１項） 西上尾第二団地中心施設 

●変更（６条２項）   ベスタ狭山 A 

●変更（６条２項）   ヤマダデンキテックランド東松山店 

●変更（６条２項）   イオンモール上尾 

●変更（６条２項）   イオンタウンふじみ野 

●変更（附則５条１項） みさと団地中心施設 

●変更（附則５条１項） 川口芝園団地中心施設 

●変更（附則５条１項） 所沢パークタウン駅前団地中心施設 

●変更（６条２項）   エルシーモール花園 

    

５ 傍聴人（外部からの照会事項） なし 

 
６ その他 交通、騒音の専門の委員に内容等について確認をした。 

      また、委嘱後初の審議会であったため、説明を希望された新しく委 

     員になられた委員３名の方に事業全般の説明を行うとともに、内容 
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     等の確認を行った。 

（１）交通について  ８月 ５日（金） 小嶋 文委員 

（２）騒音について  ８月 ９日（火） 倉片  委員 

（３）全般について  ８月 ８日（月） 池田  委員 

           ８月１５日（月） 平木  委員 

           ８月１７日（水） 関野  委員 

 

７ 会議の概要 

 (1) 各委員に審議会資料を提供し、意見開陳の有無を確認 

 (2) 交通、騒音、また新たに委嘱した各委員に対し審議会資料に基づき事前 

   説明（意見等を確認） 

 (3) 交通・騒音及び意見開陳のあった委員の意見内容(別添①「第 111 回埼 

   玉県大規模小売店舗立地審議会の資料(第 1報)(添付資料あり)」を各委員 

   に提供(意見聴取) 

 (4) 審議会答申案(別添②「第 111 回埼玉県大規模小売店舗立地審議会の資 

   料(第 2 報)」を各委員に提供(意見聴取) 

 (5) 審議会答申案(別添③「第 111 回埼玉県大規模小売店舗立地審議会の資 

   料(最終)」を各委員に提供(意見聴取) 

 
８ 県意見についての審議結果 

 

（１）新設 

●新設（５条１項）   （仮称）ドラッグストアセキ生出塚店 

             （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

●新設（５条１項）   ベルク春日部梅田店 

             （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

●新設（５条１項）   （仮称）ファッションセンターしまむら越生店 

  （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

●新設（５条１項）   （仮称）毛呂山平山計画 

             （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

●新設（５条１項）   （仮称）ベルク和光光が丘店 

  （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

 

（２）変更 

●変更（附則５条１項） 西上尾第二団地中心施設 

          （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 
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●変更（６条２項）   ベスタ狭山 A 

          （意見(※1)なし） 

●変更（６条２項）   ヤマダデンキテックランド東松山店 

          （意見(※1)なし） 

●変更（６条２項）   イオンモール上尾 

          （意見(※1)なし） 

●変更（６条２項）   イオンタウンふじみ野 

          （意見(※1)なし） 

●変更（附則５条１項） みさと団地中心施設 

          （意見(※1)なし） 

●変更（附則５条１項） 川口芝園団地中心施設 

          （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

●変更（附則５条１項） 所沢パークタウン駅前団地中心施設 

          （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

●変更（６条２項）   エルシーモール花園 

          （意見(※1)なし:附帯意見(※2)あり） 

 

 

 ※1＝ 大規模小売店舗立地法第８条第４項に基づく意見 

 ※2＝ 上記※1 の意見には該当しないが、届出をした者に文書で伝達す 

    る意見  

 

 

以上、埼玉県大規模小売店舗立地法審議会規則第８条第２項の規定に基づ

き、審議の内容に相違ないことを認め、ここに署名する。 

 

 

令和 ５年 ２月 ２１日 

 

議 長        池田 恵子 

 

 

議事録署名委員        倉片 憲治 

 

 

議事録署名委員        桑田 仁 

 


